
飛建委公園-3号

路河川名 業 務 名

年    度 令和０８年度 業務箇所

起工理由

業務番号 事 業 名 公園遊具年次点検業務

仕様書

飛騨市　古川町・神岡町　地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和８年　４月１０日古川町内公園　N=13公園

神岡町内公園　N=13公園

履   行   方   法

履   行   期   間

着  手  年  月  日

完  成  年  月  日

歩 掛 適 用 年 月

単 価 適 用 年 月

 飛騨市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

22    基 単価表(SJ0010)

19    基 単価表(SJ0020)

7    基 単価表(SJ0030)

4    基 単価表(SJ0040)

2    基 単価表(SJ0050)

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:公園遊具年次点検業務

  公園遊具年次点検業務

    古川町内公園(13箇所)

単体遊具(A)-1 規準点検・劣化点検

単体遊具(B)-1 規準点検・劣化点検

単体遊具(C)-1 規準点検・劣化点検

複合遊具(小)-1 規準点検・劣化点検

複合遊具(中)-1 規準点検・劣化点検

飛騨市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    基 単価表(SJ0060)

1    式

25    基 単価表(SJ0010)

24    基 単価表(SJ0020)

5    基 単価表(SJ0030)

3    基 単価表(SJ0040)

1    式

1    式 単価表(SJ0070)

内　　訳　　表

名　　　　　称

複合遊具(大)-1 規準点検・劣化点検

    神岡町内公園(13箇所)

単体遊具(A)-1 規準点検・劣化点検

単体遊具(B)-1 規準点検・劣化点検

単体遊具(C)-1 規準点検・劣化点検

複合遊具(小)-1 規準点検・劣化点検

    打合せ

打合せ

事前1回　報告1回

飛騨市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

業務原価計

一般管理費等

  遊具等の定期点検業務価格

業務委託料

合計

消費税及び地方消費税相当額

飛騨市 4頁



 単価表(SJ0010)

25 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

1.000 式

合　計 25.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

TJ0010

公園施設製品整備技士

単体遊具(A)-1 規準点検・劣化点検

摘　　　　要

公園施設製品安全管理士

TJ0030

諸雑費

TJ0020

技術員

X981036

X981036

諸雑費

飛騨市 5頁



 単価表(SJ0020)

25 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

1.000 式

合　計 25.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

単体遊具(B)-1 規準点検・劣化点検

公園施設製品整備技士

TJ0020

摘　　　　要

公園施設製品安全管理士

TJ0010

諸雑費

X981036

技術員

TJ0030

諸雑費

X981036

飛騨市 6頁



 単価表(SJ0030)

25 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

1.000 式

合　計 25.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

摘　　　　要

公園施設製品安全管理士

単体遊具(C)-1 規準点検・劣化点検

TJ0020

技術員

TJ0010

公園施設製品整備技士

X981036

諸雑費

TJ0030

諸雑費

X981036

飛騨市 7頁



 単価表(SJ0040)

5 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

1.000 式

合　計 5.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

摘　　　　要

公園施設製品安全管理士

TJ0010

複合遊具(小)-1 規準点検・劣化点検

技術員

TJ0030

公園施設製品整備技士

TJ0020

諸雑費

X981036

諸雑費

X981036

飛騨市 8頁



 単価表(SJ0050)

3 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

1.000 式

合　計 3.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

複合遊具(中)-1 規準点検・劣化点検

TJ0010

公園施設製品整備技士

摘　　　　要

公園施設製品安全管理士

TJ0030

諸雑費

TJ0020

技術員

X981036

X981036

諸雑費

飛騨市 9頁



 単価表(SJ0060)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

複合遊具(大)-1 規準点検・劣化点検

公園施設製品整備技士

TJ0020

摘　　　　要

公園施設製品安全管理士

TJ0010

諸雑費

X981036

技術員

TJ0030

諸雑費

X981036

飛騨市 10頁



 単価表(SJ0070)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

事前1回　報告1回

摘　　　　要

公園施設製品安全管理士

打合せ

TJ0020

諸雑費

TJ0010

公園施設製品整備技士

X981036

飛騨市 11頁



特記仕様書

第１条　受注者は設計業務委託共通仕様書、地質・土質調査共通仕様書、測量作業共通仕様書、用地調査等業務共通仕様書に基づき

        業務を行うこと。

        　この設計書の設計積算基準は、令和７年度版設計業務等標準積算基準書等を適用している。

第２条　設計業務委託における数量調書のとりまとめについて

        　本業務における数量調書のとりまとめは、積算体系にそって行うこと。

第３条　電子メールの利用

        　本業務中における受発注者間の情報共有は、電子メールを利用すること。運用にあたっては、「電子メールを活用した

        情報共有における運用指針」による他、着手時協議により監督員と協議の上、決定するものとする。

第４条　電子納品の実施

        １　建設工事にかかる測量（用地測量含む）・設計業務・地質等の調査業務を対象業務とする。ただし、電子データによ

        　　る成果品の提出が妥当でない業務（積算事務、現場技術事務、広報用の映画作成や航空写真撮影等）及び用地調査業務

        　　における、戸籍・住民票等、土地境界確認書、第6章から第12章は対象外とする。

        ２　電子納品の作成にあたっては、「岐阜県電子納品要領」および「岐阜県電子納品運用ガイドライン」に従う。「同要

        　　領」および「同ガイドライン」において特に記載が無い項目や、成果品作成のために必要な資料を電子データとして支

        　　給しない項目については、原則として成果を電子化して提出する義務はないが、電子化の是非および「紙」による提出

        　　について監督員と協議の上、決定するものとする。

        ３　地質・土質調査のコア写真は、地質調査整理要領コア写真編に従い、コア写真フォルダに格納すること。その他の現

        　　場写真等は、写真フォルダに格納せず、イメージデータを報告書ファイル中に貼り付けて納品すること。

        ４　電子納品の提出について、データを格納したCD-RまたはDVD-Rを１部提出すること。

第５条　不当介入における通報義務について

        １　妨害又は不当要求に対する通報義務

        　　受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から事実関係、社会通念等に照らして合理的な理由が認められ

        　　ない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。

        　　なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。

        ２　受注者は、暴力団又は暴力団員による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができない

        　　ときは、発注者に履行期間の延長を請求することができる。

第６条　ボーリング柱状図、土質試験結果一覧表の検定及びデータベース登録について

        １　ボーリング調査を実施する業務を対象とする。

        ２　受注者は、ボーリング調査で得られたボーリング柱状図、土質試験結果一覧表の成果（以下「地盤情報」）

        　　について「一般財団法人国土情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に

        　　登録しなければならない。

        ３　受注者は、地盤情報の利用について、事前協議において発注者と公開の可否を確認した上で検定の申込を

        　　行うこととする。なお、検定に要する費用は、直接経費に「国土地盤情報データベース検定費」として計上し、

        　　諸経費率算定の対象額としない。

        ４　受注者は、一般財団法人国土地盤情報センターから受領した検定証明書を発注者に対して提出するものとする。

第７条　除草作業について(県土整備部発注業務委託のみ対象)

        　除草作業（準備として行うものを含む）を実施する場合は、「安全な除草作業の手引き（案）」（令和6年4月　

        県土整備部）に基づき対応すること。

飛騨市


